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1. はじめに 

トランプ政権では、ホワイトハウス内の造船部局（office of 

shipbuilding）の設置、通商法 301 条に基づく中国建造船等に

対する入港料の徴収、日本・韓国など同盟国との造船協力な

ど、米国造船業の再興に向けた取組が講じられてきた。 

他方で、一連の取組は、海運業を含めた海事産業の再興の

一環として行われてきており、本年 2 月に策定された

「Maritime Action Plan」（以下「MAP」という。）においては、

米国籍船・米国人船員の確保を含む米国商船隊の維持・拡大

も重要課題の一つとして掲げられている。 

 日本においてもこれまで、日本籍船・日本人船員の確保に

向けた施策が講じられており、自国籍船・自国人船員を含む

商船隊の確保は両国共通の政策課題である一方、その目的は

日米で大きく異っており、こうした政策目的の違いを理解す

ることは、今後の官民における対応を検討する上でも有用と

考えられる。 

 このため、本稿では、日米両国の自国籍船・自国人船員を

含む商船隊の確保の目的の相違を整理した上で、米国におけ

る米国商船隊確保のための施策の現状及び課題を示し、現在

米国において提案されている各種施策を整理・分析する。 

 

２．日米における商船隊確保の目的の相違 

２．１ 日本における商船隊確保（日本籍船・日本人船員の

確保）の目的 

 四方を海に囲まれた日本では、貿易量のほぼ全てを担う外

航海運は、日本の経済活動及び国民生活を支える上で大きな

役割を任っており、安定的な国際海上輸送を常時確保するこ

とが必要不可欠とされてきた 1)。 

(1)日本籍船・日本人船員の確保 

 日本籍船・日本人船員の確保については、2009年 11 月に

交通政策審議会海事分科会国際海上輸送部会が国土交通大臣

に答申した「安定的な国際海上輸送の確保のための海事政策

のあり方について」1)において、その意義・必要性が述べられ

ている。具体的には、日本籍船には日本の管轄権が及ぶこと

を背景に、災害等において物資や邦人の輸送を行う必要があ

る場合や、世界・日本の諸事情の変化の中で貿易物資を輸送

する必要がある場合を想定し、日本の管轄権を適切かつ確実

に行使することが可能な日本籍船及び日本人船員の確保が必

要であるとしている。 

 また、必要な日本籍船及び日本人船員の規模の試算におい

ては、日本籍船のみで１年の間、一定規模の国民生活・経済

活動水準を確保するための日本への輸入を行うことが想定さ

れており、専ら国民生活・経済活動に必要な物資の輸送手段

として日本籍船が位置づけられている。 

 こうした非常時における物資・邦人の輸送を確保するため、

2009年の海上運送法改正により、国土交通大臣から船舶運航

事業者に対する航海命令の対象を国内海上輸送から国際海上

輸送に拡大を行っている 2)。 

（2）日本籍船への外国人船員の配乗 

 非常時の日本籍船での輸送を担う者として日本人船員の確

保の重要性が示されている一方、日本政府は、日本籍船の国

際競争力強化の観点から、日本籍船への外国人船員の配乗も

認めている 3)。 

 船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条は、船舶職員になろ

うとする者は海技士の免許を受けなければならないと定めて

おり、同法第18条では、船舶所有者に対し、船舶の用途・航

行区域・大きさ・機関出力等に応じた乗組み基準に従い、船

長その他の船舶職員として、海技免状を保有する海技士を乗

り組ませることを義務付けている。 

 他方、同法23条では、外国政府が授与した船舶運航・機関

運転に関する資格証書を有し、国土交通大臣の承認を受けた

者は船舶職員となることができるとされている。当該条項に

基づき、現在、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に

関する国際条約（STCW条約）締約国の資格証明書を有する外

国人船員は、国土交通大臣の承認を受ければ、日本の海技資

格を有していなくとも、日本籍船に船舶職員として乗り組む

【米国】 

米国商船隊の確保の戦略的意義と現状・課題 

-米国籍船の維持・拡大に向けた施策の背景- 
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ことができることとなっている。 

２．２ 米国における商船隊確保の目的 

 米国は貿易量の約 8割を海上輸送に依存しており 4)、日本

同様、外航海運は経済活動を支える重要な役割を担っている。

しかしながら、米国では、経済活動維持の観点のみならず、

国防の観点から米国商船隊の必要性が明確に位置づけられて

いる。 

(1)米国籍船・米国人船員の確保 

 米国商船隊に関する政策目的は合衆国法典第46編（Title 

46 of the United States Code）第50101条 5)に定められて

おり、米国は、国防及び通商のため、以下の要件を満たす米

国商船隊（marine marchant）を有する必要があると規定され

ている。 

 ‐国内の海上貨物及び大部分の海上貿易貨物を十分に輸送

できること 

‐戦時又は国家緊急時に海軍及び軍事活動を支援する補助

船舶(naval and military auxiliary) として機能でき

ること 

‐米国市民によって米国船舶として保有・運航すること 

 この目的に従い、米国商船隊の確保施策（後述）が講じら

れており、米国籍船・米国人船員は、経済活動を支えるのみ

ならず、戦時・国家緊急時に海軍・軍事活動を支援すること、

具体的には軍事物資の輸送が求められている。 

（2）米国籍船への外国人船員の配乗 

 米国では、米国籍船には原則として米国人船員のみの配乗

が認められている。合衆国法典第46編第8103条では、「米国

において登録された船舶において、船長、機関長、無線通信

士又は甲板当直若しくは機関当直を担当する職員として勤務

する者は、米国市民又は米国の非市民国民 6)でなければなら

ない」と規定されており、また、船長・航海士・機関長・機

関士等として乗り組むための海技資格（officer endorsement）

の取得は原則として米国市民のみ申請が可能とされている 7)。 

２．３ 日米の相違 

 上記のとおり、日本では、日本籍船の意義として非常時に

おける物資・邦人の輸送を挙げているものの、有事における

海上運送法に基づく航海命令の発令には否定的な見解が示さ

れている 8)。一方、米国では、米国籍船の役割として、戦時

又は国家緊急時に海軍及び軍事活動を支援することを明確に

位置づけている。 

 また、軍事物資の輸送を含む海軍及び軍事活動の支援が役

割として位置づけられていることから、その輸送業務に従事

できる米国人船員を平時から確保するため、米国籍船に配乗

できる船員は原則米国人船員であることが求められている。 

 こうした政策目的の違いを念頭に置きつつ、次節以降では、

米国における商船隊確保に向けた施策の変遷・現状・課題を

整理していく。 

 

図表１ 日米の自国籍船確保施策の主な違い（筆者作成） 

 

３．米国における商船隊確保に向けた施策 

現在の米国商船隊の確保施策は、大きく以下の2点に分けら

れる。 

・戦時・国家緊急時に海軍・軍事作戦を支援する民間保有

の米国籍商船を確保するもの 

・戦時・国家緊急時に即時に利用できる政府保有の米国籍

船舶を確保するもの 

 

図表２ 米国における商船隊確保施策の全体像（筆者作成） 

 

３．１． 民間保有の米国籍商船の確保 

 米国籍船は米国人船員の配乗その他の規制対応などにより

外国籍船よりも運航費用が高くなっている。MARADが2015年

に行った調査では、コンテナ船の1日運航費が米国籍船では 

21,194ドルであったのに対し、外国籍船では9,583ドルであ

り、その差の大半は船員の賃金（米国籍船 14,872ドル、外

国籍船 2,698ドル）の差分に由来するとしている 9)。 

このため、米国商船隊の維持確保のためには政府による支

援が必要と認識されており、補助金の交付や輸送需要の確保

のための施策が講じられている。 

(1) Martime Security Program(MSP) 

Martime Security Program(MSP)は、平時には国際商業航路

で運航される民間の米国籍商船について、当該商船、船員、

関連する物流施設等を戦時又は国家緊急時に国防総省が行う

軍事輸送に利用させることを条件に、定額の補助金を交付す
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る制度である 10)。 

MSPは、1996年商船法により、同法に基づき廃止された運

航費差分補助金（ODS（Operating-Differential Subsidy））

に代わる制度として創設された。ODS は、米国籍船の運航コ

ストが外国籍船のものよりも高いことを背景に、その差分を

補助することで米国籍船の維持・拡大を図ろうとするもので

あったが、1981年には新規契約を停止していた 11)。ODSがコ

ストの差分に着目した補助を行い、米国籍船を維持する制度

であったのに対し、MSP は定額の補助を交付し、戦時又は国

家緊急時における軍事輸送に従事する米国籍船を確保するも

のとされている。 

現在、MSPに参加する米国籍船は 2026年 1月時点で 60隻

であり、その船種の内訳は図表3のとおりである 12)。年間の

補助額は年度を区切って定められており、2026年度の補助額

は1隻あたり580万ドルである。 

(2) Tanker Security Program(TSP)  

 Tanker Secuity Program(TSP)は、2020年度国防授権法に

基づき創設され、2021年から募集が開始された。TSPは、米

国の液体燃料製品のサプライチェーン強靭性を高めるととも

に、武力紛争時または国家非常事態に米軍への燃料供給に使

える米国籍プロダクトタンカーを確保することを目的にして

おり、MSP 同様、戦時又は国家緊急時に国防総省が行う米軍

への燃料供給に利用することの受け入れを条件に定額の補助

が交付されされる 13)。 

現在、TSPに参加する米国籍船は2026年1月時点で9隻で

あり、上述の趣旨から全てがプロダクトタンカーである。2023

年度国防権限法により対象隻数の増加が認められ、当初10隻

であったところ、2025年度から15隻、2027年度から20隻に

増加させることとしている。 

MSP 同様、TSP に参加する米国籍船に対する補助額は年度

を区切って定められており、2026年度の補助額は１隻あたり

年間816万ドルである。 

 

図表３ MSP及びTSP参加隻数（2026年1月時点） 

（MARAD資料を基に筆者作成） 

(3) Voluntary Intermodal Sealift Agreement（VISA）・

Voluntary Tanker Agreement（VTA） 

MSP 及び TSP の他、戦時又は国家緊急時において軍事輸送

に利用可能な米国籍船舶を確保する制度として、Voluntary 

Intermodal Sealift Agreement（VISA）、Voluntary Tanker 

Agreement（VTA）がある。前者はRORO船、バルカー、コンテ

ナ船など幅広い船舶が対象となってる一方、後者はプロダク

トタンカーを含むタンカーが対象となっており、対象船舶は

それぞれMSP及びTSPに対応している。  

 VISA及びVTAは、MSP及びTSPと同様、協定に基づき戦時

又は国家緊急時に国防総省に船舶、船員、必要な物流施設等

を利用させることを約するものである一方、MSP及び TSPと

異なり、参加船舶に対する政府からの補助金の支給はない。

他方、VISA及びVTAの参加する船舶に対しては、国防総省の

軍事物資の輸送契約が優先的に割り当てられることなってい

る 14)。なお、MSP参加船及びTSP参加船は、VISA及びTSP又

はそれに類似する協定を締結することとしている 15)。 

 VISA及び VTA の参加隻数は、それぞれ 102 隻、12隻であ

り、これらの隻数には MSP参加船、TSP参加船の一部も含ま

れる 12)。 

(4) カーゴ・プリファレンス 

カーゴ・プリファレンス（Cargo Preference）は、米国政

府が所有、調達、供与、融資又は保証する貨物について、そ

の全部又は一定割合を米国籍商船で輸送させる制度を指す。

米国においては、カーゴ・プリファレンスによる米国籍船に

よる輸送需要の確保は、MSP・TSPによる定額補助とあわせて

米国商船隊を維持するために必要な制度として認識されてい

る。 

対象貨物は、大きく①軍事貨物、②民生政府貨物、③米国

輸出入銀行関連貨物に分類され、本稿ではこれらを総称して

政府貨物と呼ぶ。 

軍事貨物は、米軍及び国防総省が調達又は所有する物資を

指し、完成品のみならず、国防総省との契約を履行するため

に輸送される部品、資材等も含まれる。軍事貨物の全ては、

米国籍船の運賃が過大又は不合理である場合を除き、原則と

して米国籍船又は米国が保有する船舶で輸送されなければな

らないとされている 16)。 

民生政府貨物は、米国連邦政府が調達、供与、融資等を行

う非軍事物資を指す。合衆国法典第46編第55305条では、政

府機関に対し、対象貨物の総トン数の50％以上を米国籍船で

輸送するよう求めている。ただし、公正かつ合理的であると

認められる運賃で利用可能な米国籍船が存在しない場合には、

輸送義務の適用除外が認められる 17)。 

米国輸出入銀行関連貨物は、米国輸出入銀行の融資又は融

資保証によって発生する輸出貨物を指し、原則として米国籍

船での輸送が求められるが、適切な米国籍船が利用可能でな
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いことを運輸長官が認めた場合には適用除外が認められる17)。 

米国会計検査院が 2022 年に公表した資料によれば、2020

年に輸送された政府貨物のうち、68%を軍事貨物が占め、31%

をUSAIDなどの食糧貨物が占めていた（図表４参照）18)。 

 

図表４ 政府貨物の種類（筆者作成） 

 

３．２． 政府保有の米国籍商船の確保 

(1) National Defense Reserve Fleet（NDRF） 

 米国では、国防上有用な目的に価値のある船舶を確保する

ため、商業運航に従事していない船舶を米国政府が保有して

おり、これらをNational Defense Reserve Fleet （NDRF）

と呼称している。NDRFは、1946年商船売却法（the Merchant 

Ship Sales Act of 1946 ）に基づき創設され、MARADが維持

管理を行っている 19)。 

2026年 5月末時点で 98隻を有するが、訓練用の船舶や処

分待ちの船舶も含まれており、全ての船舶が直ちに軍事輸送

の用に供することはできない 19)。 

(2) Ready Reserve Force（RRF） 

 NDRFのうち即応性の高い船隊を確保するため、1974年、陸

軍・海軍の部隊装備や初期補給の輸送を担い、米軍の迅速な

展開を支援するReady Reserve Force（RRF）が創設された。

RRFは、地球上のいかなる地点にも5日から10日以内に派遣

可能であり、軍事作戦の初期行動を支援するものとされてい

る 20)。 

 2026年5月末時点で43隻が登録されており、そのうち37

隻が RORO 船が占め、そのほかにはブレイクバルク船及びク

レーン船で構成されている 19)。 

 

４．米国における商船隊確保の課題 

上記のとおり、米国における軍事輸送を支える商船隊は、

政府保有船と民間保有船の２つで構成されており、前者が軍

事作戦の初期段階での部隊装備等の迅速な輸送を担い、後者

が作戦の継続に必要な物資輸送を担うこととされている。 

しかしながら、いずれについても想定される紛争時に必要

な輸送能力を十分に確保できておらず、また、確保に必要な

政府支援や基盤が不足していると指摘されている。 

(1)作戦継続を支える商船の不足 

 非営利調査・分析機関であるCNAが、連邦議会の要請に基

づき実施した調査によれば、西太平洋地域での紛争において、

作戦継続を支える船舶、特にタンカーが不足しているとして

いる 21)。 

 当該調査では、現在米国政府が確保している RORO 船は欧

州での陸上への作戦展開では有用である一方、西太平洋地域

での作戦展開においては、艦船等への燃料補給が重要となる

と指摘している。その上で、作戦を継続するためには大型タ

ンカー86隻、小型タンカー100隻の計186隻が必要であるの

に対して、TSP 参加船を含め利用可能な米国籍船タンカーは

68隻しかおらず、118隻が不足しているとしている。 

加えて、必要隻数を確保しているRORO船については、その

多くはRRFで構成されており、船齢の高さから不足が生じる

と見込まれている。 

 

図表５  西太平洋での作戦継続に必要な隻数と不足分 

（CNA資料を基に筆者作成）  

なお、同調査では、軍事輸送のみならず、米国内の防衛産

業の生産維持に必要な重要物資の輸入及び米国からの輸出の

維持に必要な船舶量を試算しており、この場合には全ての船

種で不足が生じる。輸送の全て米国籍船で賄おうとすると、

それぞれ 381～1,313隻程度、1,160～2,353隻程度の追加が

必要としている。 

 

図表６  西太平洋での作戦継続、米国内の防衛産業の生産維

持に必要な重要物資の輸入及び米国からの輸出の維持に 

必要な隻数と不足分 

（CNA資料を基に筆者作成） 
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(2)政府貨物の減少 

 前述の連邦政府調査局の公表資料によれば 18)、政府貨物は

2012年から2020年にかけて27%減少しており、MARADは当該

調査において、その主要因として海外の軍事活動と海外駐留

人員の縮小があると説明している。 

また、食糧貨物の米国籍船輸送量についても、2012年から

2020 年にかけて約 46％減少しており、この減少は、2013年

に米国籍船での輸送比率を 75%から 50%に引き下げたことが

背景にあるとしている。事実、USAID の食糧貨物の米国籍船

の輸送比率は、2012年 79%であったものが 2019年には 41％

まで低下している。 

こうした状況の中、米国では現在の政府貨物の水準では米

国商船隊を維持・拡大することは困難と認識されている。例

えば、2025年2月の下院交通・インフラ委員会沿岸警備及び

海上輸送小委員会において、米国海運会社、労働組合等から

構成される USA Maritime の代表は、政府貨物は現在のわず

かな米国籍船を維持するのがやっとで、船隊拡大や将来の軍

事輸送需要を満たすには足りず、商業貨物という新たな貨物

源が必要と主張している 22)。 

加えて、MARADカーメル局長は、2026年3月の下院軍事委

員会において、MSP・TSPは政府貨物不足に苦しんでおり、政

府貨物は既存船隊を維持する量を確保できておらず政府貨物

の拡大だけでは米国籍船に十分な貨物を確保できないと証言

しているほか 23)、その他の公の場においても、海事産業の強

化における貨物の重要性を指摘している 24)。 

(3) RRFの老朽化・即応性の低下 

 連邦議会調査局が2020年に行った調査によれば、RRFの平

均船齢は 45 年を超えており、想定耐用年数を大幅に超えて

いる 24)。また、船齢の高い船舶であることから主機等の故障

の増加のほか、部品調達が困難であること等に起因する修繕

期間や修繕費用の増加などの課題に直面している。2019年に

行われた動員演習においては、RRF47隻のうち14隻は修繕中

で演習に参加できず、参加した船舶のうち完全に任務を完了

できたと評価されたのは半数にとどまっていた。 

 このため、RRF の更新が必要と認識されているが、米国内

で新造船を建造しようとしても、外航商船を建造している米

国造船所は極めて限られており、米国建造中古船も数は限ら

れる。2025年3月に行われた議会証言においても、米国輸送

軍（US TRANSCOM）司令官は、米国内新造と並行して最大10

隻程度の外国建造中古船を取得する必要があると指摘してい

る 26)。 

 加えて、RRF は平時は専属の船員が存在しないことから、

稼働が必要となった際に、RRF を運航できる船員の確保が必

要となり、米国人船員の不足にも直面している。 

５．現在の米国における対応の整理・分析 

 最後に、上記で述べた課題との対応を含めて、現在、米国

において提案されている施策を整理・分析する。 

(1)戦略的商船隊の創設 

 現在連邦議会で審議中の SHIPS for America Act（以下

「SHIPS法案」という。）27)及び公表済のMAP28)において、戦略

的商船隊（Strategic Commercial Fleet）の創設が提案され

ている。 

 戦略的商船隊は、今後10年間で最大250隻の米国籍・米国

建造の商船隊を確保しようとするものであり、外国籍船・外

国建造船と米国籍船・米国建造船の運航コスト及び建造コス

トの差額に着目し、当該価格差を補填する財政支援を最大21

年間行うこととしている。 

 米国籍船の確保の観点からは、MSP・TSPと同様に運航費用

を補助するものである一方、運航コストの差額に着目した財

政支援を行うことは1996年に廃止されたODS（運航費差分補

助金）に先祖返りするものとも言える。 

 また、SHIPS法案においては、戦略的商船隊の対象船種は、

バルカー、タンカー、RORO船、LNG船、コンテナ船、多目的

船、ケーブル敷設船、重量物運搬船など多岐にわたり、必ず

しも有事の軍事輸送に必要な船舶のみに対象を限定しておら

ず、米国内の防衛産業の維持に必要な重要物資の輸入及び米

国からの輸出の維持などの経済安全保障の確保もその射程に

含まれていると解することができる。 

(2)カーゴ・プリファレンスの拡大 

 ①民生政府貨物の米国籍船による輸送比率の引き上げ 

  SHIPS法案及び MAPでは、民生政府貨物の米国籍船輸送

比率を50%以上から100％に引き上げることとしている。 

  なお、SHIPS 法案とは別途、連邦議会では民生政府貨物

の米国籍船輸送比率の引き上げを規定するAmerican Cargo 

for American Ships Actが審議されており、2025年6月

に下院本会議で可決されている 29）。しかしながら、その対

象は運輸省が調達・提供・融資する貨物に限定されており、

政府貨物のうち食糧貨物以外の民政政府貨物が占める割合

が1%程度であることを踏まえれば、その量は僅少と言える。 

 ②商業貨物に対する米国籍船の輸送比率の設定 

   政府貨物のみでは米国籍船の拡大は困難との認識が示さ

れていることを背景に、SHIPS 法案及び MAPではそれぞれ

異なる商業貨物を対象とした米国籍船の輸送比率の設定が

提案されている。 

 ⅰ）中国からの輸入貨物（SHIPS法案） 

   法律の成立から 5年後以降、米国に輸入される中国で
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製造された商業貨物の一定割合（成立5年後 1％、成立

14年後以降10％）を、米国籍・米国建造船による輸送を

義務付ける。中国からの米国への輸入貨物の大半は消費

財であることから 30)、対象船舶の多くはコンテナ船にな

ると考えられる。 

  ⅱ）LNG・原油輸出（SHIPS法案） 

   米国から輸出される LNG 及び原油(crude oil)の一定

割合について、米国籍・米国建造船の輸送を義務づける

こととている。具体的には、LNG・原油ともに法律制定の

暦年の翌年からそれぞれ2%、3%を義務付け、その後段階

的に比率を引き上げ、LNGについては成立の暦年の22年

後に15％、原油について成立の暦年の14 年後に10％を

義務付けることとしている。 

     輸送の義務付けの対象はあくまでもLNG及び原油を輸

送するタンカーであり、艦船の燃料である石油製品を輸

送するプロダクトタンカーとは対象が異なると考えられ

る。 

   なお、LNG 及び原油の米国籍・米国建造船での輸送義

務付けについては、SHIPS 法案の共同提出者の 1 人であ

るガラマンディ下院議員（カリフォルニア州選出）が

2016年頃から主張しているものであり、同議員が過去に

提出した「Energizing American Shipbuilding Act」で

は、SHIPS法案と同様の規定が盛り込まれている。 

 ⅲ）輸入コンテナ積貨物（MAP） 

   大量輸出国に対し、米国向けコンテナ積貨物に係る米

国船（U.S. Vessel）利用比率を設定し、段階的に引き上

げることとしている。なお、MAP では具体的な比率やタ

イムラインは示されていない。 

③政府貨物輸送の適格要件の緩和 

  合衆国法典第46編 第55305(b)条では、政府貨物を運ぶ

適格船舶は、「米国籍船として3年以上登録されている」必

要があるとされている。MAP では、当該要件の撤廃を提案

している。 

(3)RRFの維持・更新 

  MAPにおいても、作戦の初期段階におけるRRFの重要性が

強調されており、国防総省及び運輸省で維持更新に必要な費

用をより正確に見積もることを求めるとともに、運輸省が、

新規建造によるRRF更新に向け、政府に代わって民間事業が

船舶建造管理に従事するVCM（Vessel Construction Manager）

方式を立ち上げることとしている。また、RRF の稼働に必要

な船員を確保するため、Mariner Mobilization Planの策定

を行うこととしている。 

 

 

６．まとめ 

 米国では、戦時・国家緊急時の軍事輸送を支える存在とし

て米国商船隊が位置づけられており、その役割に鑑みて、米

国籍船と米国人船員の確保が一対のものとして捉えられてい

る。他方、米国人船員の配乗が必須という制約があることか

ら、外国籍船とのコスト差が生じ、国際海運市場での競争力

は乏しくなる。このことから、米国商船隊の維持のためには、

政府による財政支援やカーゴプリファレンスを通じた輸送需

要の確保が不可欠と認識されている。 

 一方で、戦時・国家緊急時における具体の輸送需要を想定

した場合には、現在確保している米国籍船では作戦の継続に

必要な輸送を行うことができない懸念が生じている。加えて、

米国商船隊の維持・確保の手段の一つであるカーゴプリファ

レンスの対象貨物が減少しているほか、作戦の初期段階を支

える船舶の老朽化などの課題に直面している。 

 こうした課題を背景に、新たな財政支援の枠組みの創設や、

米国籍船の輸送需要を確保するために商業貨物に係る米国籍

船の利用の義務付けなどの新たな政策が提案されている。 

 一方で、これらの政策は、軍事物資の輸送を支える商船隊

の確保という目的と必ずしも対応していない。例えば、CNAの

調査では艦船等への燃料補給を行うタンカーの不足が指摘さ

れている一方、カーゴプリファレンスの拡大の対象として挙

げられる民生政府貨物の大半は食糧であり、中国から米国へ

の輸入貨物の大半は消費財が占めることから必要となる船種

は異なる。また、同様に、原油を輸送するタンカーと燃料な

どの石油製品を輸送するタンカーも異なる。 

他方、CNA の調査では、米国商船隊の役割として、軍事物

資の輸送のみならず、国内防衛産業の生産に必要な物資の輸

入や米国からの輸出の維持にも焦点が当てられており、また、

SHIPS法案や MAP に記載されている施策の目的には米国建造

船の増加も含まれる。このため、今後の連邦議会や政府での

議論を引き続き注視し、政策の目的や優先度を見極める必要

がある。 

加えて、４．１で述べた通り、米国の経済安全保障の確保

のために必要な船舶は、1,000隻を超えると試算されており、

当該船舶全てを米国籍船・米国の海運事業者で確保すること

は困難であると考えられる。 

 これまでの本研究所のレポートで述べてきたとおり、現在

の米国の海事産業再興の取組は、米国籍船・米国建造船・米

国人船員の確保が相互関連するものとして議論されているが、

本稿では、米国商船隊、特に米国籍船の確保に焦点を当てて

情報の整理・分析を行った。施策の全体像を理解するために
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は、各施策の現状・課題を理解することが有用と考えること

から、引き続き、海事産業再興の取組をフォローしながら、

各施策の整理・分析を行っていく。 
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